
　　　　◇　金沢区内での引越し（転居）をされた方の区役所での主な手続のご案内です。

        ◇　各手続に必要なもの、詳細等については、担当窓口にお問い合わせください。 令和８年４月１日更新

階 番号

□本人確認資料※１

※以下のカードをお持ちの方はお持ちください。
□個人番号カード
　（暗証番号の入力が必要です）
□在留カード又は特別永住者証明書
　（外国籍の方のみ）

印鑑登録

個人番号カード記載事項変更　※２ 個人番号カードをお持ちの方

□個人番号カード
（暗証番号の入力が必要です）
※届出は本人又は本人と同一世帯の方
に限ります。

署名用電子証明新規発行申請※2

必要な方
※住所の異動により署名用電子証
明は失効します。引き続き署名用電
子証明を利用される方は、新規登録
の手続が必要になります。

□個人番号カード
（暗証番号の入力が必要です）

国民健康
保険

横浜市国民健康保険住所変更(異動
届)

国民健康保険加入者

□国民健康保険 資格確認書等※３

（異動する方、世帯主・住所など書面の記載事項

が変わる方全員分）

□本人確認資料※１

2 202
保険年金課

保険係
7835

国民年金住所変更届 国民年金被保険者
原則、届出の必要はありません。
※前住所地でお使いの納付書は、住所変更
後もそのままお使いになれます。

年金受給権者住所変更届 国民年金・厚生年金受給者

原則、届出の必要はありません。
※ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されて
　いない方は、届出が必要です。届出用紙に必要事項
　を記入し、年金事務所へお送りください。

転校手続
※転居届と同時に手続してください。
▽入学通知等をお渡しします

公立小・中学生のいる方 □在学証明書
　　（これまで通学していた学校で発行されたもの）

小児医療証
中学校３年生までの子供のいる方
※令和８年６月１日から対象年齢を
18歳年度末まで拡大します。

□お子様の健康保険 資格確認書等※３

□小児医療証（お持ちの方のみ）
2 201

保険年金課
給付担当

7838

母子健康手帳（予防接種券）

児童扶養手当住所変更 児童扶養手当受給者 □証書

特別児童扶養手当住所変更
特別児童扶養手当受給者
（障害児を養育している方）

□受給証明書

身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）

住所変更
左記手帳をお持ちの方
（18歳未満の方）

□手帳

ひとり親福祉医療証住所変更 左記医療証をお持ちの方

□対象の方の資格確認書等※３

□福祉医療証
□こども家庭支援課からの連絡票
　　(児童扶養手当世帯)

2 201
保険年金課
給付担当

7838

2072

404

問合せ先
局番 ７８８

※印鑑登録をしている方は、そのまま登録が継続します。
　 お手元のカードはそのまま利用できます。

一般

転居届
※引越してから14日以内に手続してください。
※代理人（本人、同一世帯の方以外）が手続する場合は「委任状」と
代理人の本人確認資料をお持ちください。

戸籍課
登録担当

7735

受付窓口

戸籍課
登録担当

7734
2 207

保険年金課
国民年金係

7831

こども
手続はありません。そのままお使いいただけます。

こども家庭
支援課

こども家庭係
7785

※予防接種
のことは

福祉保健課
健康づくり係

7840

こども家庭
支援課

こども家庭
支援担当

7772

国民
年金

※厚生年金・共済組合加入者及び第３号被保険者(厚生年金・共済組合加入者の被扶養配偶者）の方は、勤務先へお尋ねください。 204

    金沢区内での引越し

手続に必要なもの分類 手続・対象

2

4

4

※児童手当住所変更　　住所異動に伴い、受給者と児童が別居するなどの場合のみ手続が必要となります。

404

　※従前校に引き続き通学を希望する場合は、事前に従前校への相談が必要です。
　　学校への相談後、指定地区外就学の届出を区役所に提出していただきます。

③手続案内



小児慢性特定疾病などの医療給付
住所変更

小児慢性特定疾病などの医
療給付を受けていた子供のい
る方

※必要な手続、書類はお問い合わせくだ
さい。

福祉特別乗車券住所変更

保育所等住所変更手続
認可保育所等へ子供が入所
している方

※必要な手続、書類はお問い合わせくだ
さい。

こども家庭
支援課

こども家庭係
7795

後期高齢者医療住所変更（異動届）
75歳以上（一定の障害のある
方は65歳以上）の方 □資格確認書等※３

介護保険住所変更（異動届）
６５歳以上（介護認定を受けて
いる40歳以上）の方

□介護保険 被保険者証

濱ともカード住所変更

敬老特別乗車証住所変更

身体障害者手帳、愛の手帳（療育手
帳））住所変更

左記手帳をお持ちの方
（18歳以上の方）

□手帳 4 402

高齢・障害
支援課
障害者

支援担当
7850

重度障害者医療証住所変更 左記医療証をお持ちの方
□医療証

□健康保険資格確認書等※３ 2 201
保険年金課
給付担当

7838

精神障害者保健福祉手帳住所変更
※郵送での手続きができます。
※紙様式の方は、インターネットからも手続で
きます。

左記手帳をお持ちの方
□手帳
□個人番号がわかるもの

自立支援医療（精神通院）住所変更
※郵送又はインターネットからも手続きできま
す。

左記制度を受けている方
□受給者証

□資格確認書等※３

□個人番号がわかるもの

指定難病住所変更
特定医療費(指定難病)医療
受給者証を持っている方

□受給者証 4 402

高齢・障害
支援課

高齢・障害係
7773

被爆者手帳・被爆者のこども健康診
断受診証住所変更

左記手帳をお持ちの方

□被爆者手帳
□住民票の写
※詳細は健康づくり係までお問い合わせ
ください。

4 408

福祉保健課
健康づくり係

7840

福祉特別乗車券住所変更(18歳以上
の方)

福祉タクシー利用券住所変更（18歳以
上の方）

障害者自動車燃料券住所変更（18歳
以上の方）

軽自動車税申告（報告）書兼標識交
付申請書の提出

１２５cc以下のバイクを持って
いる方
※125ｃｃ超のバイクは、関東
運輸局、軽自動車は軽自動
車検査協会で手続してくださ
い。

□本人確認書類※１
□標識交付証明書（ある場合のみ）

3 303
税務課
7746

飼い犬の登録事項変更 犬を飼っている方 窓口で届出をしてください 4 407
生活衛生課
環境衛生係

7873

302
税務課

土地担当
7749

301
税務課

家屋担当
7754

区内で新築家屋を取得された方
▽家屋評価のための調査が必要とな
る場合があります。窓口までお問い合
わせください。

左記の方
※必要な手続、書類はお問い合わせくだ
さい。

3 301
税務課

家屋担当
7754

※３　資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかをお持ちください。

402

4 401

高齢・障害
支援課
障害者

支援担当
7848

4 404

こども家庭
支援課

こども家庭係
7785

4 402

　　　また、申請当日に証明書などが発行できない場合があります。

区内に土地・家屋を所有している方の
住所変更手続

3

※１　運転免許証、パスポート、個人番号カード。その他については、電話等で必ず確認してください。

※２　本人以外が申請する場合や本人確認資料の種類によって、手続・必要書類が異なります。必ず電話で確認の上、窓口に来てください。

手続はありません。

その他

手続はありません。そのままお使いいただけます。

手続はありません。そのままお使いいただけます。

高齢・障害
支援課

高齢・障害係
7773

202
保険年金課

保険係
7835

手続はありません。そのままお使いいただけます。

高齢・障害
支援課

高齢・障害係
7773

2

こども

4

高齢

手続はありません。そのままお使いいただけます。

障害

福祉
保健

手続はありません。そのままお使いいただけます。
シーサイドライン定期券を交付できる場合があります。

手続はありません。そのままお使いいただけます。
シーサイドライン定期券を交付できる場合があります。
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